
船舶事故調査報告書 

令和２年７月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年９月１９日 ０９時２０分ごろ 

発生場所 兵庫県神戸市須磨
す ま

海岸南方沖 

 神戸須磨西防波堤灯台から真方位１８６°１,２３０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３７.７′ 東経１３５°０７.８′） 

事故の概要  漁船海
かい

剛
ごう

丸は、航行中、また、プレジャーボート吉野
よ し の

丸は、航行

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和元年９月２５日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 海剛丸、９.１トン 

   ＨＧ２－５６０７（漁船登録番号）、個人所有 

   第２６０－４２２８０号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート 吉野丸、５トン未満（長さ６.５０ｍ） 

   ２６０－２０６４１兵庫、電装運輸倉庫株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ｂ 軽傷１人（同乗者） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に破口等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、漁獲物を運搬する目的で、約

１６ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で西進中、船長Ａ

が、左舷船首方に東進中のＢ船を認め、Ｂ船が左舷方約３０～５０ｍ

を通過すると思い、航行を続けていたところ、左舷船首方間近となっ

たＢ船が左転したのを認めたものの、どうすることもできず、Ａ船の

船首部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、約１０kn の

速力で東進中、船長Ｂが、船首方に認めたＡ船が約１００ｍとなった

頃、一旦右舵を取ったものの、Ａ船がＢ船に衝突すると思い、大きく

左舵を取ったものの、Ａ船と衝突し、同乗者が軽傷を負った。 

分析  Ａ船は、西進中、船長Ａが、左舷船首方にＢ船を認め左舷方約３０

～５０ｍで通過すると思い、同じ針路及び速力で航行を続けたことか

ら、Ｂ船と衝突したものと推定される。 

Ｂ船は、東進中、船長Ｂが、船首方にＡ船を認め、一旦右舵を取っ

たものの、Ｂ船に衝突すると思い、左舵を取ったことから、Ａ船と衝

  



突したものと推定される。 

原因  本事故は、Ａ船が西進中、Ｂ船が東進中、船長Ａが、Ｂ船が左舷方

を通過すると思い、同じ針路及び速力で航行を続け、また、船長Ｂ

が、船首方にＡ船を認め、右に針路を変更した際、Ａ船がＢ船に衝突

すると思い、大きく左舵を取ったため、両船が衝突したものと推定さ

れる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・反航船を認めた場合は、互いの船間距離が接近しないよう可能な

限り距離を離すように針路を設定すること。 

 ・早めに最接近距離を確認するとともに、安全に通過するまで動静

を継続的に確かめること。 

 


